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１．事例の概要 

初産婦。妊娠３７週１日、妊婦健診時にノンストレステストが実施され、

リアシュアリングであった。帰宅後、妊産婦は腰痛があり、同日当該分娩機

関を受診した。妊産婦に顔面蒼白、冷汗、震えがみられた。胎児心拍数は聴

取しにくく、６０～７０拍台／分であった。胎児心拍数が回復せず、子宮壁

が著しく硬直し、常位胎盤早期剥離と診断され、帝王切開にて児を娩出した。

血性羊水、子宮内に３８４ｇの凝血塊があり、肉眼で胎盤の４０％が剥離し

ていることが確認された。 

児の在胎週数３７週１日で、体重は３１０６ｇであった。アプガースコア

は生後１分０点、生後５分２点（心拍２点）であった。出生後直ちに蘇生が

開始され、生後２分、ＮＩＣＵの医師により気管挿管が行われた。生後４８

分、ＮＩＣＵを有する病院に搬送された。入院時の動脈血ガス分析値はｐＨ

７．１３、ＰＣＯ２２８ｍｍＨｇ、ＰＯ２９１ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－９．３ｍｍ

ｏｌ／Ｌ、ＢＥ－１８．４ｍｍｏｌ／Ｌ、乳酸値１３．５ｍｍｏｌ／Ｌであ

った。入院後、人工呼吸器が装着された。生後１日、低酸素性虚血脳症の分

類ＳａｒｎａｔⅢ度と診断された。生後１５日の頭部ＭＲＩでは、Ｔ１強調

画像で視床や基底核領域に対称性の信号上昇が認められ、側脳室壁や島回、

中心溝などに沿っても信号上昇が認められる。低酸素性虚血性脳症の疑いと
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診断された。 

本事例は病院における事例であり、産婦人科専門医３名、と、助産師２名、

看護師４名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離による胎児低酸

素・酸血症であると考えられる。常位胎盤早期剥離の関連因子は認められな

い。 

常位胎盤早期剥離の発症時期については、妊婦健診終了後１５時以降であ

るが、遅くとも腰痛の症状が出現して来院した時には発症していたと推察さ

れる。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

胎児心拍数モニタリング、超音波検査、子宮頸管熟化のチェックなどは基

準内である。 

妊娠３７週１日、２０時５５分に妊産婦が来院した際に、胎児徐脈を確認

し、酸素投与とともに医師に連絡を取ったことは基準内である。医師のその

後の判断は一般的である。常位胎盤早期剥離を疑い、高次医療機関の新生児

科医の応援ならびに産科応援医師を要請したことは一般的である。医師の診

察から２１分で児を娩出したことは適確である。また、新生児仮死のために、

児を高次医療機関ＮＩＣＵに搬送したことは一般的である。胎盤の病理組織

学検査を施行したことは適確である。 

新生児の状態をみて、気管挿管を含めた処置は基準内である。 
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４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）分娩監視装置記録の紙送り速度について 

｢産婦人科診療ガイドライン―産科編２０１１」では、胎児心拍数波 

形のより適確な判読のために、胎児心拍数陣痛図の記録速度を３ｃｍ／

分とすることが推奨されており、今後、施設内で検討し、３ｃｍ／分に

設定することが望まれる。 

（２）臍帯動脈血ガス分析について 

   臍帯動脈血ガス分析を行うことによって、分娩前の胎児低酸素症の状

態を推定することが可能となるので、新生児仮死の状態で出生した場合

には、実施することが望まれる。 

（３）アプガースコアについて 

アプガースコアは、出生後の児の状態について共通の認識を持つ指標 

となる。５分値が７点未満の場合は５分ごとに２０分まで記録すること

が望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

常位胎盤早期剥離の発症機序の解明、および予防法や診断法に関する研

究を推進することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


